
 

 ＩＴ点呼の対象拡大について  
国土交通省は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」を一部改

正し、ＩＴ点呼に係る規程について一部要件等の緩和を行いました。 

 

【改正内容（平成 28年７月１日施行）】 

① Ｇマーク未取得の営業所でも、一定の要件を満たす場合にＩＴ点呼が可能 

② 同一事業者内における遠隔地等においても、運転者の所属する営業所以外の運行 

管理者によるＩＴ点呼が実施可能 

③ 酒気帯び状況の測定結果がクラウド型機器でも記録保存可能 

 

１．ＩＴ点呼実施可能事業所の適用拡大 

 Ｇマーク認定事業所以外でも、以下の一定要件を満たすことを前提に、事業所と当該事

業所の車庫間における点呼についてＩＴ点呼が認められます。 

＜ＩＴ点呼 事業所の要件＞ 

① 当該営業所が開設されてから３年を経過していること。 

② 過去３年間、第一当事者となる自動車事故報告規則第２条各号に掲げる事故を起こし

ていないこと。 

③ 過去３年間、点呼違反に係る行政処分及び警告を受けていないこと。 

④ 適正化実施機関の直近の巡回指導評価が「Ａ～Ｃ」であり、点呼の項目の判定が「適」

であること又は巡回指導評価が「Ｄ、Ｅ」、点呼の項目の判定が「否」であったもの

の、３カ月以内に改善報告書が提出され、巡回指導評価が「Ａ～Ｃ」、点呼の項目の

判定が「適」に改善が図られていること。 

 

（１）ＩＴ点呼を開始しようとする場合は、「ＩＴ点呼・遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書」

を運輸支局に原則として 10日前までに提出する必要があります。（裏面参照） 

 

（２）報告書の提出に際しては、適正化事業部に下記①～④の事項を確認し、「宣誓事項」

欄に記載しなければなりません。 

① 巡回指導を受けた年月日 

② 改善報告を行った年月日 

③ 総合評価（改善報告を提出した事業所は、改善報告後の総合評価） 

④ 点呼の項目の判定（改善報告を提出した事業所は、改善報告後の総合評価） 

 

＜巡回指導結果等についての問い合わせ先＞ 

（一社)東京都トラック協会 適正化事業部（☎０３－３３５９－４１３８） 

東ト協 適正化事業部 
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２．Ｇマーク事業所が行うＩＴ点呼の適用拡大 

 Ｇマーク認定事業所に限り、同一事業者内における遠隔地等においても、運転者の所属

する営業所以外の運行管理者によるＩＴ点呼が実施可能となりました。 

 遠隔地ＩＴ点呼を実施しようとする事業者は、遠隔地ＩＴ点呼実施営業所及び被遠隔地

ＩＴ点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、遠隔地ＩＴ点呼実施予定日の原則 10 日

前までに「別紙３ ＩＴ点呼・遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書」(参照)の提出が必要です。 

 

３．データの記録・保存 

 酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存について、従来は「運行管理者

の営業所の設置型端末」としていたところ、「クラウド型の記録・保存」についても認め

られることになりました。 

     （参照） 

       


